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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 女性がより活躍できる職場環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 令和４年４月１日～令和 9 年３月３１日までの ５年間 

 

２． 内容 

目標１：正職員に占める女性職員の割合を１５％以上にする 

 

＜取組内容＞ 

 ・令和４年 ４月～ 応募者と接する採用担当者や先輩職員に女性職員を積極的に配置

し、女性応募者が直接対話できる機会を設ける 

 ・令和 4 年 7 月～ 業務説明会等において、活躍する女性職員を積極的に紹介する 

 

 

目標２：男女共にキャリア形成を推進する職場風土の醸成を図る 

 

＜取組内容＞ 

 ・令和 4 年 5 月～ 職員のキャリア形成支援を目的とした社内研修プログラムを検討

する 

 ・令和 4 年 6 月～ 社内研修を実施する 

 ・令和 4 年 7 月～ 家庭と仕事の両立支援に関する諸制度について、グループウェア

等を活用し継続的に周知する 

 

 


